
 

 

 

 

 

日本共産党宇治市会議員団が１０年以上に

わたって求めてきた、買物や通院などの時に

使える市民の移動手段を確保する施策につ

いて、一部の地域で１０月からの予定で実証

運行がスタートすることが分かりました。 

 

実証運行は、市が交通不便地域と指定した 

 

 

９地域のうち、平坦地、丘陵地、山間地の３地 

域をモデル地区と位置づけ、年度当初に予算

化し、秋を目途にスタートするとしていました。 

市は、８月２９日に、平坦地(大久保町平盛・

旦椋)と丘陵地（木幡南山地域）の実施内容

が概ねまとまったと議会に速報し、９月１日の

建設水道常任委員会に報告するとしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市は、交通不便地域を駅やバス停からの距

離で決めています。 

しかし、距離に関係なく宇治市内全域で、

移動手段がなく買物や通院などの日常生活に

困難を抱えている市民がいます。 

党議員団は、日常生活を支える移動手段と

して、市内全域でのデマンドタクシー（予約制

乗合いタクシー）の実施を求めてきました。 

 

 

 

 

 

デマンド交通には様々な方式があり、今回

は、停留所を決め、３０分間隔で予約を取り、

予約がある場合にのみ運行する形式のデマン

ド交通です。 

市は、実証運行を行ったうえで評価し、今

後について検討していくというスタンスであり

充分とは言えません。引き続き、市内全域で

の移動手段を確保を求めます。

 

 

おでかけ支援実証運行事業（３カ月の予定） 

大久保町平盛地域、木幡南山地域で実施決まる 

市民の移動手段 
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